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一．業 務 の 概 況 

１．監査法人の目的及び沿革 
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２．無限責任監査法人又は有限責任監査法人の別 

1 3 4  

 

 

３．業 務 の 内 容 
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４．業務管理体制の整備及び業務の運営の状況 
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５．他の公認会計士又は監査法人との業務上の提携 

   

 2006 8  

 

 

 

６．外国監査事務所等との業務上の提携 
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二．社 員 の 概 況 

１．社 員 の 数 

   

530  53  583  
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２．重要な事項に関する意思決定を行う合議体の構成 
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三．事務所の概況 
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四．監査法人の組織の概要 
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五．財 産 の 概 況 

１．売上高の総額  

51  52  

2017  6  1  
2018  5 31  

2018  6  1  
2019  5 31  
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  74,284  77,601  

  30,419  31,116  

 

 

２．直近の二会計年度の計算書類の状況 

 

 

 

３．２．に掲げる計算書類に係る監査報告書 
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六．被監査会社等（大会社等）の名称 
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有限責任監査法人トーマツ 
  

 



 

 
 
 

（単位：百万円）

前会計年度 当会計年度 前会計年度 当会計年度

（平成30年 5月31日） （2019年 5月31日） （平成30年 5月31日） （2019年 5月31日）

48,722 46,123 26,902 28,163

現金及び預金 22,185 26,918 100 100

業務未収入金 12,973 13,477 69 47

未収還付法人税等 2,069 ― 8,138 9,599

前払費用 1,444 1,271 1,880 2,932

その他未収入金 ― 1,918 298 722

差入保証金 2,118 389 707 986

繰延税金資産 5,179 ― 3,145 3,486

その他 2,774 2,160 938 797

貸倒引当金 △24 △13 2,118 174

11,506 18,441 8,927 8,999

1,750 3,359 578 316

建物及び附属設備 1,076 2,891 6,812 9,058

器具備品 519 369 104 55

土地 9 9 542 161

リース資産 144 88 5,138 5,896

268 386 827 2,018

商標権 4 3 199 926

特許権 2 2 33,715 37,221

ソフトウエア 261 380

その他 0 0 26,513 27,342

9,488 14,695 968 1,008

投資有価証券 8 4 27 93

関係会社株式 297 163 3,531 3,278

出資金 728 728 その他資本剰余金 3,531 3,278
その他の関係会社有価証券 ― 445 21,986 22,963

長期貸付金 116 170 21,986 22,963

差入保証金 4,298 3,351 被災地支援積立金 500 500

長期前払費用 51 46 創立50周年記念事業積立金 400 400

前払年金費用 3,148 4,437 移転準備積立金 400 400

繰延税金資産 636 5,332 別 途 積 立 金 14,422 13,176

その他 208 28 繰越利益剰余金 6,263 8,486

貸倒引当金 △5 △ 14 26,513 27,342

60,228 64,564 60,228 64,564

無形固定資産

投資その他の資産

固定資産

資産の部

流動資産

科　目

貸借対照表

短期借入金

リース債務

科　目

負債の部

流動負債

賞与引当金

資本金

資本剰余金

資産除去債務

社員資本

その他利益剰余金

純資産の部

固定負債

出資金申込証拠金

純資産合計

利益剰余金

負債及び純資産合計

有形固定資産

未払法人税等

未払金

未払費用

負債合計

資産合計

未払消費税等

前受金

預り金

預り保証金

リース債務

預り保証金

退職給付引当金

資産除去債務

長期未払金



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104,703 108,718

人件費 78,249 79,248

人材開発費用 1,789 1,714

ファシリティ費用 5,784 5,900

情報システム及び通信費 3,589 4,811

その他業務費用 14,282 103,694 16,785 108,461

営業利益 1,008 256

受取利息 21 22

受取配当金 136 1,755

その他 183 341 233 2,012

支払利息 2 2

為替差損 51 19

移転関連費用 ― 1,112

その他 12 66 355 1,488

経常利益 1,283 780

関係会社株式売却益 ― ― 4,627 4,627

構造改革関連費用 ― ― 1,567 1,567

1,283 3,840

114 622

289 403 483 1,106

879 2,733

損益計算書

税引前当期純利益

法人税、住民税及び事業税

法人税等調整額

（単位：百万円）

当期純利益

科目

至　2019年 5月31日

業務収入

業務費用

営業外収益

営業外費用

特別利益

前会計年度

自　平成29年 6月  1日

至　平成30年 5月31日

当会計年度

自　2018年 6月  1日

特別損失



社員資本等変動計算書 

 

前会計年度（自 平成 29 年 6 月 1 日 至 平成 30 年 5 月 31 日） 

(単位:百万円) 

 
  

 社員資本 

純資産

合計 資本金 

出資金 

申込 

証拠金 

資本 
剰余金 

利益剰余金 

社員資本 

合計 その他 

資本剰余金 

被災地支援 

積立金 

創立 50

周年記念

事業 

積立金 

移転準備 

積立金 

別途 

積立金 

繰越利益 

剰余金 

利益剰余金 

合計 

当期首残高 933 － 2,529 500 400 200 14,689 5,317 21,106 24,568 24,568 

当期変動額                 

 社員出資金増加 35  － 1,222 － － － － －  － 1,257 1,257 

 社員出資金減少 －  － △219  － － － － －  － △219  △219  

 
申込証拠金 

受入額 
－  27 －  － － － －  － －  27 27 

 
移転準備 

積立金増加 
－  － －  － － 200 －  △200 －  － － 

 別途積立金増加 －  － －  － － － 1,245 △1,245  － － － 

 別途積立金減少 －  － －  － － － △1,513  1,513 － － － 

 当期純利益 －  － －  －  －  －  －  879 879 879 879 

当期変動額合計 35 27 1,002 － － 200 △267 946 879 1,944 1,944 

当期末残高 968 27 3,531 500 400 400 14,422 6,263 21,986 26,513 26,513 



当会計年度（自 2018 年 6 月 1 日 至 2019 年 5 月 31 日） 

               (単位:百万円) 

 

 

 社員資本 

純資産

合計 資本金 

出資金 

申込 

証拠金 

資本 
剰余金 

利益剰余金 

社員資本 

合計 その他 

資本剰余金 

被災地支援 

積立金 

創立 50

周年記念

事業 

積立金 

移転準備 

積立金 

別途 

積立金 

繰越利益 

剰余金 

利益剰余金 

合計 

当期首残高 968 27 3,531 500 400 400 14,422 6,263 21,986 26,513 26,513 

当期変動額                 

 社員出資金増加 40   － 16 － － － － －  － 56 56 

 社員出資金減少 －  － △269  － － － － －  － △269  △269  

 
申込証拠金 

受入額 
－ 93 － － － － － － － 93 93 

 
申込証拠金 

減少 
－ △27 － － － － － － － △27 △27 

 
別途積立金の 

取崩 
－ － － － － － △1,245 1,245 － － － 

 剰余金の配当 － － － － － － － △1,757 △1,757 △1,757 △1,757 

 
被災地支援 

積立金の積立 
－  － －  128 － － －  △128 － － － 

 
被災地支援 

積立金の取崩 
－ － － △128 － － － 128 － － － 

 当期純利益 －  － －  －  －  －  －  2,733 2,733 2,733 2,733 

当期変動額合計 40 66 △253 － － － △1,245 2,222 976 829 829 

当期末残高 1,008 93 3,278 500 400 400 13,176 8,486 22,963 27,342 27,342 



注記表 
前会計年度 

自 平成 29 年 6 月  1 日 
至 平成 30 年 5 月 31 日 

当会計年度 
自 2018 年 6 月  1 日 
至 2019 年 5 月 31 日 

 
 
 
 
 
 
Ⅰ.重要な会計方針に係る事項に関する注記 
１． 資産の評価基準及び評価方法 

有価証券の評価基準及び評価方法 
関係会社株式 移動平均法による原価法 
その他有価証券 
時価のないもの 

 
移動平均法による原価法 

 
 
 
 

２．固定資産の減価償却の方法 
(1)有形固定資産(リース資産を除く)  
定率法 
但し、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設

備は定額法を採用している。 
なお、主な耐用年数は以下のとおりである。 
建物及び附属設備  5年～15年 
器具備品      5年～15年 

 
(2)無形固定資産(リース資産を除く) 
定額法 
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内

における利用可能期間（5年）に基づいている。 
 

(3)リース資産 
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法 
 
３．引当金の計上基準 

(1)貸倒引当金 
業務未収入金、立替金等債権の貸倒損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可

能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。 
(2)賞与引当金 

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち

当会計年度負担額を計上している。 
(3)退職給付引当金 

社員及び職員の退職給付に備えるため、当会計年
度末における退職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき計上している。 
① 退職給付見込額の期間帰属方法 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込

額を当会計年度までの期間に帰属させる方法に

ついては、給付算定式基準によっている。 
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処

理方法 
数理計算上の差異は、各会計年度の発生時に

おける社員及び職員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（5年）による定額法により按分し

た額を発生の翌会計年度から費用処理すること
としている。過去勤務費用は、その発生時の社

当法人の計算書類は、公認会計士法及び同施行規則並び 
に我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計 
の基準に基づいて作成している。 
当会計年度より、日付の表示を和暦から西暦に変更して

いる。 
 
Ⅰ.重要な会計方針に係る事項に関する注記 
１． 資産の評価基準及び評価方法 

有価証券 
関係会社株式 同左 
その他の関係会社

有価証券 
 

移動平均法による原価法 
その他有価証券 
時価のないもの 

 
同左 

 
 

２．固定資産の減価償却の方法 
(1)有形固定資産(リース資産を除く)  

同左 
 
 
 

 
 
 
(2)無形固定資産(リース資産を除く) 

同左 
 
 

 
(3)リース資産 

同左 
 

 
３．引当金の計上基準 

(1)貸倒引当金 
同左 

 
 
 

(2)賞与引当金 
同左 

 
(3)退職給付引当金 

同左 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



前会計年度 
自 平成 29 年 6 月  1 日 
至 平成 30 年 5 月 31 日 

当会計年度 
自 2018 年 6 月  1 日 
至 2019 年 5 月 31 日 

員及び職員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（5年）による定額法より費用処理すること

としている。 
 
４．収益及び費用の計上基準 

業務収入の計上基準 (1)業務収入の計上基準 
業務契約に基づく役務提供の進行に応じて計上

している。 
なお、タイムチャージによる役務提供契約につ
いては、請求時間に基づいて計上している。 

同左 
 
 
 

 
５．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 (1)消費税等の会計処理 
税抜方式によっている。 同左 

 
 
Ⅱ.未適用の会計基準等 
 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⅲ.表示方法の変更 
 
 
                               
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
４．収益及び費用の計上基準 

業務収入の計上基準 (1)業務収入の計上基準 
同左 

 
 
 

同左 
 
 
 

 
５．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 (1)消費税等の会計処理 
同左 同左 

 
 
Ⅱ.未適用の会計基準等 
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 
2018年3月30日 企業会計基準委員会）  
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第30号 2018年3月30日 企業会計基準委員会）  
  
(1)概要  
 国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議

会（FASB）は、共同して収益認識に関する包括的な会計

基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じ

る収益」（IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいては

Topic606）を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日
以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日よ

り後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企

業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会

計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたもので

ある。  
 企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発

にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を

図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点か

ら、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点

とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が

国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合に

は、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追

加することとされている。  
  
(2)適用予定日  
 2022年5月期の期首から適用する。  
  
(3)当該会計基準等の適用による影響  
 「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務

諸表に与える影響額については、現時点で評価中である。 
 
 
Ⅲ.表示方法の変更 

（貸借対照表） 
前会計年度において、「流動資産」の「その他」に含め

ていた「その他未収入金」は、金額的重要性が増した

ため、当会計年度より独立掲記した。 
前会計年度の「流動資産」の「その他」に含まれる

「その他未収入金」は994百万円であり、「その他未収
入金」を除いた「その他」は1,780百万円である。 

 
 



前会計年度 
自 平成 29 年 6 月  1 日 
至 平成 30 年 5 月 31 日 

当会計年度 
自 2018 年 6 月  1 日 
至 2019 年 5 月 31 日 

 
 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⅳ.貸借対照表に関する注記 

(1)有形固定資産の減価償却累計額    3,914百万円 
(2)関係会社に対する金銭債権・債務 

 短期金銭債権 597百万円 
 短期金銭債務 47百万円 
 長期金銭債務 352百万円 

 
 
Ⅴ.損益計算書に関する注記 

(1)業務収入の内訳 
監査証明業務 74,284百万円 百万円 
非監査証明業務 30,419百万円 百万円 
  百万円 
 

(2)関係会社との取引高 
業務収入 398百万円 
業務費用 1,212百万円 
受取利息・配当金 10百万円 
その他営業外収益 10百万円 
  

 
 
                               
 
 
 
                               
 
 
 
                               
 
 
 
 
 
Ⅵ．社員資本等変動計算書に関する注記 

 
 
                               
 
 
 
 
 

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用

に伴う変更） 
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会

計基準第28号 平成30年2月16日。以下「税効果会計

基準一部改正」という。)を当会計年度の期首から適用

し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示

し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に

変更した。 
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準
一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に係る

会計基準」注解（注8）（評価性引当額の合計額を除

く）及び同注解（注９）に記載された内容を追加し

た。 
 
 
Ⅳ.貸借対照表に関する注記 

(1)有形固定資産の減価償却累計額        3,214百万円 
(2)関係会社に対する金銭債権・債務 

 短期金銭債権 346百万円 
 短期金銭債務 11百万円 
 長期金銭債務 26百万円 

 
 
Ⅴ.損益計算書に関する注記 

(1)業務収入の内訳 
監査証明業務 77,601百万円 百万円 
非監査証明業務 31,116百万円 百万円 
  百万円 

 
(2)関係会社との取引高 

業務収入 591百万円 
業務費用 674百万円 
受取利息・配当金 1,120百万円 
その他営業外収益 8百万円 
  

 
(3)移転関連費用 

丸の内二重橋ビルへの移転に伴う退去事務所の 
原状回復期間家賃等の諸費用である。 

 

(4)関係会社株式売却益 

関係会社であったトーマツイノベーション 
株式会社（現株式会社ラーニングエージェンシ 
ー）の全株式の売却に係る利益である。 

 
(5)構造改革関連費用 

今後のIT投資の増加を見越した人員構造の改革 
のための社員の早期退職に関連する退職割増年金 
等に係る費用である。 

 

 

Ⅵ．社員資本等変動計算書に関する注記 

  当会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項 

配当金支払額等 

2018年 7月25日の定時社員総会において次の 

通り決議している。 

 
 配当金の総額    1,757百万円 

 基準日     2018年 5月31日 

 効力発生日   2018年10月31日 



前会計年度 
自 平成 29 年 6 月  1 日 
至 平成 30 年 5 月 31 日 

当会計年度 
自 2018 年 6 月  1 日 
至 2019 年 5 月 31 日 

 
Ⅶ.税効果会計に関する注記 
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内 
訳 
 

繰延税金資産（流動）  
 賞与引当金 2,767百万円 
 未払金 1,322百万円 
 未払費用 582百万円 
 繰越欠損金 331百万円 
 その他 176百万円 
 計 5,179百万円 
   
   
繰延税金負債（固定）  
 退職給付引当金 1,592百万円 
 減価償却超過額 34百万円 
 資産除去債務 256百万円 
 その他 191百万円 
 評価性引当額 △337百万円 
 計 1,737百万円 
 繰延税金資産合計 6,917百万円 
   
   
繰延税金負債（固定）  
 前払年金費用 △975百万円 
 資産除去債務相当資産 △125百万円 
 繰延税金負債合計 △1,101百万円 

 
繰延税金資産の純額 5,816百万円 

 

 
Ⅷ.金融商品に関する注記 
(1) 金融商品の状況に関する事項 

金融商品に対する取り組み方針として、当法人は余裕資

金が生じる場合の資金運用については安全性が高い普通

預金としており、資金調達については必要に応じて銀行

借入によっている。また、デリバティブ取引（先物為替
予約）については、ボードにおいて承認された基本方針

に基づいて、実需の範囲において取引の実行及び管理を

行っている。 
業務未収入金については、信用リスクにさらされてい

る。当該リスクに関しては、社内規程に従い期日管理及

び残高管理を行いリスクの軽減を図っている。 
未払金は、そのほとんどが1年内の支払期日である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ⅶ.税効果会計に関する注記  
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内 
訳 
 

繰延税金資産  
 賞与引当金 2,789百万円 
 未払金 1,292百万円 
 未払費用 759百万円 
 退職給付引当金 1,828百万円 
 減価償却超過額 54百万円 
 資産除去債務 724百万円 
 繰越欠損金 ―百万円 
 その他 591百万円 
 計 8,040百万円 
 将来減算一時差異の合計に

係る評価性引当額（※） 
△772百万円 

 繰延税金資産合計 7,268百万円 
 
繰延税金負債 

 

 前払年金費用 △1,375百万円 
 資産除去債務相当資産 △560百万円 
 
 

繰延税金負債合計 △1,935百万円 

繰延税金資産の純額 5,332百万円 
（※）評価性引当額の主な内訳は、資産除去債務625百

万円、関係会社株式110百万円（共に法定実効税

率を乗じた額）である。 

 

 

 
 
Ⅷ.金融商品に関する注記 
(1) 金融商品の状況に関する事項 

同左 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



前会計年度 
自 平成 29 年 6 月  1 日 
至 平成 30 年 5 月 31 日 

当会計年度 
自 2018 年 6 月  1 日 
至 2019 年 5 月 31 日 

(2) 金融商品の時価等に関する事項 
平成30年5月31日における貸借対照表計上額、時価及び

これらの差額については、次のとおりである。 
 

  （単位：百万円） 
 貸借対照表 

計上額(※1) 
時価 
(※1) 差額 

(1)現金及び預金 22,185 22,185 － 
(2)業務未収入金 12,973 12,973 － 
貸倒引当金 
(※2) △24 △24 － 

(3)未払金 (8,138) (8,138) － 
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示して

いる。 
(※2)業務未収入金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒

引当金を控除している。 
 
（注１） 金融商品の時価の算定方法 
① 現金及び預金、業務未収入金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額

にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってい

る。 
② 未払金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額

にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってい

る。 
 

（注２）差入保証金（貸借対照表計上額：流動資産2,118百

万円,投資その他の資産4,298百万円）、関係会社株

式（貸借対照表計上額297百万円）、出資金（貸借

対照表計上額728百万円）、預り保証金（貸借対照

表計上額：流動負債2,118百万円,固定負債542百万

円）については、時価を把握することが極めて困

難と考えられるため、上記表には含めていない。 

 
 
 
 

（注３）デリバティブ取引 
先物為替予約の期末残高はない。 

 
 
Ⅸ.その他 

記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示している。 
 

(2) 金融商品の時価等に関する事項 
2019年5月31日における貸借対照表計上額、時価及び

これらの差額については、次のとおりである。 
 

  （単位：百万円） 
 貸借対照表 

計上額(※1) 
時価 
(※1) 差額 

(1)現金及び預金 26,918 26,918 － 
(2)業務未収入金 13,477 13,477 － 
貸倒引当金 
(※2) △12 △12 － 

(3)未払金 (9,599) (9,599) － 
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示して

いる。 
(※2)業務未収入金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒

引当金を控除している。 
 
（注１）金融商品の時価の算定方法 

① 現金及び預金、業務未収入金 
同左 

 
 

② 未払金 
同左 

 
 

 
（注２）差入保証金（貸借対照表計上額：流動資産389百万

円,投資その他の資産3,351百万円）、関係会社株式

（貸借対照表計上額163百万円）、出資金（貸借対

照表計上額728百万円）、その他の関係会社有価証

券（貸借対照表計上額445百万円）、預り保証金

（貸借対照表計上額：流動負債174百万円,固定負

債161百万円）については、時価を把握することが

極めて困難と考えられるため、上記表には含めて

いない。 

 
 

（注３）デリバティブ取引 
同左 

 
 
Ⅸ.その他 

同左 
 

  



附属明細書 

 

１．有形固定資産及び無形固定資産の明細 

 
前会計年度（自 平成 29 年 6 月 1 日 至 平成 30 年 5 月 31 日）                                                                                              

  （単位：百万円） 

区分 資産の種類 
期首 

帳簿価額 

当期 

増加額 

当期 

減少額 

当期 

償却額 

期末 

帳簿価額 

減価償却 

累計額 

期末 

取得原価 

有形固定

資産 

建物及び附属設備 1,301 528 414 337 1,076 2,492 3,569 

  器具備品 657 83 1 219 519 1,193 1,713 

土地 9 - - - 9 - 9 

リース資産 215 4 - 75 144 228 373 

計 2,183 615 416 633 1,750 3,914 5,664 

無形固定 

資産 

  商標権 3 1 - 1 4  

 特許権 - 2 - 0 2 

  ソフトウエア 283 119 79 61 261 

  その他 0 - - - 0 

計 287 123 79 63 268 

 
当会計年度（自 2018 年 6 月 1 日 至 2019 年 5 月 31 日）                                                                                   

 （単位：百万円） 

区分 資産の種類 

期首 

帳簿価額 

当期 

増加額 

当期 

減少額 

当期 

償却額 

期末 

帳簿価額 

減価償却 

累計額 

期末 

取得原価 

有形固定

資産 

建物及び附属設備 1,076 2,645 219 610 2,891 1,937 4,829 

  器具備品 519 63 35 178 369 1,064 1,433 

土地 9 - - - 9 - 9 

リース資産 144 3 5 53 88 212 301 

計 1,750 2,711 260 842 3,359 3,214 6,573 

無形固定 

資産 

  商標権 4 0 - 1 3  

 特許権 2 0 0 0 2 

  ソフトウエア 261 209 12 77 380 

  その他 0 - - - 0 

計 268 210 13 78 386 

（注）1．建物及び付属設備の増加は、主に丸の内二重橋ビルへの移転に伴う取得によるものである。 

2．ソフトウエアの増加は、主に業務ソフト開発によるものである。 

 
  



２．引当金の明細 

 

前会計年度（自 平成 29 年 6 月 1 日 至 平成 30 年 5 月 31 日） 

   （単位：百万円） 

区分 期首残高 当期増加額 
当期減少額 

期末残高 
目的使用 その他 

貸倒引当金 31 19 0 20 29 

賞与引当金 8,358 8,927 8,358 - 8,927 

退職給付引当金 4,233 1,515 194 3,564 1,990 

（注）1．貸倒引当金の当期減少額のその他は、一般債権の貸倒実績率による洗替額等である。 

2．退職給付引当金の当期減少額のその他は、企業年金制度への掛金の支払い等によるものである。 

       上記には前払年金費用を含めて表示している。 

 

当会計年度（自 2018 年 6 月 1 日 至 2019 年 5 月 31 日） 

   （単位：百万円） 

区分 期首残高 当期増加額 
当期減少額 

期末残高 
目的使用 その他 

貸倒引当金 29 14 3 13 27 

賞与引当金 8,927 8,999 8,927 - 8,999 

退職給付引当金 1,990 3,251 134 3,647 1,459 

（注）1．貸倒引当金の当期減少額のその他は、一般債権の貸倒実績率による洗替額等である。 

2．退職給付引当金の当期減少額のその他は、企業年金制度への掛金の支払い等によるものである。 

       上記には前払年金費用を含めて表示している。 

  



 
（注）従来、業務基幹システム開発運用に係る費用の負担等を主な目的としてシステム関連分担金がグループ内で課されていたが、

業務システムへのセキュリティ対策等、従来グループ分担金に含まれていた費用も含めて IT 業務分担金として課されること

となった。 

報酬給与 50,387 48,245

賞与 1,402 1,856

賞与引当金繰入 8,927 8,999

退職給付費用 1,459 2,257

法定福利費 7,428 7,869

支払業務報酬 2,230 1,920

業務委託費 5,334 6,810

その他 1,079 78,249 1,288 79,248

教育研修費用 952 942

採用関連費用 836 1,789 772 1,714

賃借料 4,291 4,371

水道光熱費 904 904

減価償却費 482 637

その他 106 5,784 △13 5,900

減価償却費 213 189

消耗品費 921 858

通信費 767 432

業務委託費 196 173

システム関連分担金 1,082 ―

IT業務分担金(注) ― 2,860

その他 407 3,589 295 4,811

グループ分担金(注) 7,858 10,419

業務会費 1,057 1,086

旅費交通費 2,325 2,291

責任保険料 610 591

租税公課 832 958

貸倒引当金繰入 △1 1

その他 1,598 14,282 1,437 16,785

合　　　計 103,694 108,461

その他業務費用

３．業務費用の明細

ファシリティ費用

情報システム及び通信費

人材開発費用

人件費

（単位：百万円）

科目

前会計年度

自　平成29年 6月1日
至　平成30年 5月31日

当会計年度

自　2018年 6月1日
至　2019年 5月31日



独立監査人の監査報告書

年 月 日

有限責任監査法人トーマツ

包括代表 國井 泰成 殿

新創監査法人

指 定 社 員
公認会計士 柳澤 義一 ㊞

業務執行社員

指 定 社 員
公認会計士 相川 高志 ㊞

業務執行社員

当監査法人は、公認会計士法第 条の の規定に基づき、有限責任監査法人トーマツの 年６月

１日から 年５月 日までの第 期会計年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、社

員資本等変動計算書、注記表及び附属明細書について監査を行った。

計算書類に対する経営者の責任

経営者の責任は、公認会計士法及び同施行規則並びに我が国において一般に公正妥当と認められる

企業会計の基準に準拠して計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬に

よる重要な虚偽表示のない計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制

を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類に対する意

見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類に重要な虚偽の表示がないかどうかに

ついて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めてい

る。

監査においては、計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。

監査は、試査を基礎として行われ、監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算

書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有

効性について意見を表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状

況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検

討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ

た見積りの評価も含め全体としての計算書類の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の計算書類が、公認会計士法及び同施行規則並びに我が国において一般に公正妥当

と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類に係る会計年度の財政状態及び経営成績をすべて

の重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

有限責任監査法人トーマツと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により

記載すべき利害関係はない。

以 上

謄本



独立監査人の監査報告書 

平成30年7月5日 

有限責任監査法人トーマツ 

包括代表 國井 泰成 殿 

 

新創監査法人 

指 定 社 員 
公認会計士        柳澤 義一    ㊞ 

業務執行社員 

 

指 定 社 員 
公認会計士    相川 高志  ㊞ 

業務執行社員 

 

 当監査法人は、公認会計士法第34条の32の規定に基づき、有限責任監査法人トーマツの平成29年６

月１日から平成30年５月31日までの第51期会計年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、

社員資本等変動計算書、注記表及び附属明細書について監査を行った。 

 

計算書類に対する包括代表の責任 

 有限責任監査法人トーマツの社員である包括代表（以下「包括代表」という。）の責任は、我が国

において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類を作成し適正に表示するこ

とにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類を作成し適正に表示するた

めに包括代表が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

 

監査人の責任 

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類に対する意

見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかにつ

いて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。 

監査においては、計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。

監査は、試査を基礎として行われ、監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算

書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有

効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況

に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討

する。また、監査には、包括代表が採用した会計方針及びその適用方法並びに包括代表によって行わ

れた見積りの評価も含め全体としての計算書類の表示を検討することが含まれる。 

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

 

監査意見 

 当監査法人は、上記の計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類に係る会計年度の財政状態及び経営成績をすべての重要な点において適正に表示して

いるものと認める。 

 

利害関係 

有限責任監査法人トーマツと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により

記載すべき利害関係はない。 

 

以 上     

謄本




